
 

八尾市⼦育て世帯向けリノベーション住⼾整備業務 選定基準 
 
選定方法 
１．提案者が作成した提案書、資料、プレゼンテーション及び見積書について、選定委員 

は評価基準に記載の観点から採点を行い、合計点数を評価点数とし、各選定委員の評価
点数の合計点を「総合評価点数」として、総合評価点数が最も高い提案者を受託候補者
として決定する。なお、審査は提案者名を伏せて行う。 

２．評価点数は 100 点を満点とする。ただし、総合評価点数が満点の６割に満たない場合
は失格とする。 

３．審査は、書類審査及びプレゼンテーションの内容を踏まえて総合的に評価を行うもの 
とする。 

４．提案者が４者以上ある場合は、事前に提案書及び見積書の書類審査を行い、その評価 
  点数の高い３者をプレゼンテーション審査の対象とする。 
５．総合評価点数の同じものが２者以上ある時は、空間デザイン・レイアウト提案の合計 

点が高いものを上位とする。なお、空間デザイン・レイアウト提案の合計点も同じ場合
は、設計実施体制及び業務実績、工事施工体制及び業務実績、業務工程、プレゼンテー
ション、見積金額の順で評価項目の合計点を比較し、差が生じた時点で合計点が高いも
のを上位とし、受託候補者を選定する。 

６．受託候補者との協議が合意に至らなかった場合は、次点者と協議に入ることとする。 
７．見積金額は、別表「経費に関する採点基準」により採点する。また、見積金額の上限 

を超えている場合は失格とする。 
８．提案者が１者であっても審査を実施し、総合評価点数が６割以上の場合、その者を受 

託候補者として選定する。 
 
＜評価基準＞ 
採点の目安 

非常に良い 良い 普通 やや劣る 劣る 
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＜別表「経費に関する採点基準」＞ 

見積金額 採点基準 配点 
16,000 千円 市設定の 100％ 1 点 
15,520 千円以上 16,000 千円未満 市設定の 97％以上 100％未満 2 点 
15,040 千円以上 15,520 千円未満 市設定の 94％以上 97％未満 3 点 
14,560 千円以上 15,040 千円未満 市設定の 91％以上 94％未満 4 点 
14,560 千円未満 市設定の 91％未満 5 点 

 


